
「法律破りをどうぞ」という制度  

 

●「終戦直後」の化石  

日本では、法律によって、しばしば時が

止まってしまいます。  

たとえば、日本の病室のあの狭さ、うる

おいのなさはどうでしょう。先進国といわ

れる国ではお目にかかれない、貧しい風景

です。これが、世界有数の豊かな国のもの

とはとうてい思えません。  

元凶は、 一人あたり 4.3平方m、つま

リ、畳 2.6枚分の広さがあればいいと定め

た法律でした。ベッドを置くと、車いすを

自由に動かす空間はあり 

ません。ですから、「リハビリ室にいると

きだけ体を動かすけれど、そのとき以外は

一日中ベッドに横たわって過ごしてしま

う。だから、また元のもくあみ」。そんな奇

妙な現象が展開されることになるのです。寝たきり状態の高齢者が日本で大量

生産されるのも当然です。  

 

なぜ、こんな馬鹿げたことになっているのか。医療法改正についての社説を書

くとき、古い資料を探し回って、そのわけを突き止めることができました。この

法律ができたのは 1948年でした。そのころは日本中が貧乏でした。裏表 2ペ

ージの当時の新聞には、「浮浪児の集団脱走」とか「やみ米買い出し列車の取締

り」とかいう記事が載っています。当時の住宅面積を調べました。それは、畳数

にして東京で 1人 2.8枚分で 病院を居室風に改装中でした。 

医療法施行規則が定めた病室の広さは、法制定当時の住宅事情を鏡のように

うつしとったものだったのです。 

今、日本は豊かになり、 一人あたりの住宅床面積は、東京ですら、当時の 5

倍になっています。法律と規則だけが、42 年間も「終戦直後」を続けているの

です。特別養護老人ホームの面積は病院よりはましですが、それは、この法律が

つくられたのがそれよリあとだったからでしょう。法制定の時点で化石になっ

てしまったことでは、まったく同じです。 



●法律も基準も状況に合わせて変える  

諸外国では、現実に合わせて、法律も基準もどんどん変えていきます。  

たとえば、そこに働く人たちが、「ストックホルムで最も評判の悪い老人病院

のひとつです」「スウェーデンの恥なんて言われています」と、恥ずかしそうに

言う長期療養病院を訪ねたときのことです。  

暗い表情のお年寄リが枕を並べている病院を想像していたら、まるで、趣が違

いました。広々とした病室の他にサロン風の部屋がたくさんあリます。このサロ

ンの一室で、市の生涯教育部門から派遣されてきた男性が、ギターを片手に懐か

しのメロディーを歌い、往年のスターの話をして、記憶を蘇らせる催しが行なわ

れていました。 

別なサロンでは、90歳、100歳の病弱な高齢者が、ベッドから起きて、 ゆ

っくり食べさせてもらっていました。ベッドあたりの看護婦さんの数が日本の

3倍ですから、せかせかした雰囲気や殺伐としたムードはあリません。  

 

日本では、看護婦さんの定員も「終戦直後」で時が止まってしまっているので

す。今の基準は、医療法を制定した当時の看護婦数を、ベッド数で割リ算したも

のなのだそうです。その安易な決め方にもがっかりしますが、それが 40年以上

も変えられていないと知ると、さらに絶望的な気持ちになります。欧米の 3 分

の 1 のスタッフでは、ベッドから患者さんを起こして車いすに乗せる余裕はあ

りません。結局、鼻からチューブを入れて流動食を流し込んだリ、素人である付

添婦に看護を下請けさせたりすることになります。  

ところで、私が訪ねたとき、ストックホルム「最悪」のその病院は、ちょうど

病室を改造中でした。  

 

デンマークでは、家庭医制度が早くから根づいていたので、高齢者は病気が快

方に向かうと、自宅かブーフイエムに戻るのが当たり前になっています。 一方

スウェーデンでは、医師は病院に集中していました。立派な病院をつくリ、手厚

く治療するのが高齢者のためになると、医師も行政官も考えていました。その結

果、かなりの数の高齢者が長期療養病院を終いのすみかとするようになってし

まいました。  

日本でしたら、これに「介護型病棟」とか「療養型病床群」といったレッテル

を貼って、医療費を抑えることを考えそうです。ところが、スウェーデンの役所

はまるで別のことを考えて実行に移していました。  

 

「病院が終いのすみかになってしまったのなら、病室を『住まい』にふさわし



いものにしてしまおう」というのです。 

家具も持ち込まれていました。カーテンの柄が部屋ごとに違うのです。食堂も

ホテルのムードです。たばこを吸う人用と嫌いな人用に食堂がガラスで仕切ら

れているのも、世の中一般と同じです。  

 

法律も基準も、状況によってどんどん変えていくもの、見通しを誤ったら、気

づいた時点で改めていくもの。そう、諸外国の行政官や議員は考えているようで

す。日本では、どうして、こうならないのでしょう。 

  

●法律も組織も進化する  

「法律破リをどうぞ」という制度さえあるのです。 

「フリーコムーン」といいます。  

市町村（コムーン）で何か新しい試みにとリ組みたい。しかし、法律が障害にな

る。そんなとき、一定の条件を満たせば、おおっびらに法律を破ってもかまわな

いのです。 一定期間の後、その先覚的な試みについての成果を報告します。良

いということになれば、それは全国に広げられます。  

24時間在宅ケアも、こうした試みの中から生まれました。自宅で暮らす重い

神経難病の人に、施設で暮らす人の一人分の経費を丸ごと渡すという実験も、デ

ンマークやスウェーデンでは行なわれています。 

 

デンマークでは、福祉の質を落とさず費用を節約するにはどうしたらよいか

についての新政策開発資金をつくリ、88 年 7 月から案を募集し始めました。

年 2 回審査し、通ったものに補助金を出し、その効果を追跡します。提案は公

務員でも民間の施設でも個人でもかまいません。1年間で千件の応募があり、既

に実行されているものもあリます。 

 

法律が時を止めてしまう日本。いくつもの行政の実験が国中でたえず行なわ

れ、法律も組織も「進化」していくデンマークやスウェーデン。  

ここにも「寝たきリ老人」がいない国の秘密が潜んでいるようです。 

 


